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異動 をめ ぐる労使協議の変遷(3)
一 化繊産業の事例一

久 本 憲 夫

㈲ 新 鋭 工 場 の あ い つ ぐ建 設 と異動 手続 きの ル ー ル確 立

さ て,話 を1960年 代 後 半 に も どそ う。 第 一次 合 繊 不 況 ほ短 期 間 の うち に す ぎ

さ 砂,ふ た た び 設備 増 強 の時 代 が や って きた 。 昭和40年 代 は工 場 新 設 の 時代 で

あ った 。1967年 か ら1970年 にか け て 千 葉 県 の石 油 コ ン ビナ ー ト地 区 に,ト ー

レ ・シ リ コー ン,東 レ千 葉 工 場,東 レチ オ コー ル の 生 産工 場 が 相 次 い で 建 設 さ

れ,全 体 で 約650名 の 組 合 員 が 千 葉 に異 動 した の を は じめ,1969年 に は 川 崎lr

場 の 本格 操 業 が 開始 され た 。 そ して1974年 の石 川工 場 の完 成 は,ま さ し く高 度

経 済 成 長期 の最 後 を飾 る もの で あ った 。 こ う した新 工 場 建 設 に と もな い,大 量

の 組合 員 の異 動 や 配 転 が 発 生 した 。 そ して 異動 手 続 きが ル ー ル化 され て い く こ

とに な る。 す で にみ た よ うに,.大 量採 用 は せず,人 員増 に よ らな い新 工場 建 設

で あ った。 つ ま り,現 工 場 で の省 力 化投 資 と要員 管 理 の強 化 が さ らに 推 し進 め

られ るので あ った 。 以.ドで,工 場 建 設 時 の労 使 協 議 の状 況 をみ て お く こ とに し

よ う5%

〔川崎 工場の新 設〕.合 成 繊 維 粗 原 料 の 石 油 化 学 工 場 で あ り,既 存 工 場 と は全

く異 質 な工 場 で あ った 。 基 本 的 な 建 設計 画 の 固 ま っ た1967年11月 に中.央労 使 経

営 協 議.会で 組 合 に正 式 な 説 明 が お こな わ れ,翌68年3月 に は要 員計 画 を含 め た

建 設 ス ケ ジ ュー ル とと もに組.合員 の 大 量異 動 の 申 し入 れ が あ った 。組 合 は基 本

的 に協 力 す る姿 勢 を と りつ つ,つ ぎの よ うな意 見 を述 べ た 。(イ)従来 の新 工 場 建

設 とは工 場 の性 格 が 根 本 的 に 異 な るた め,事 前 の教 育 訓 練 計 画を 十 分 に行 な う

55}工 場新設については,陳 レ労働組合史 第3巻 」668-690ページによる。
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こ と,㈲ 転 勤 者 の住 居 は会 社 の責 任 にお い て確 保 す る こ と,㈲ 通 勤 方 法,手 段

な ど につ い て も十分 事 前 協 議 を行 な う こ と。.

4月 の 要 員 分 科 会 で要 員規 模,事 業場 別異 動 内訳,異 動 時 期 な どの 具 体 的 な

提 案 を会社 が お こな い,さ ら に5月 の 要 員分 科 会で,工 場 ス ター トア ップま で

の 建 設 部 要 員 の旅 費取 り扱 い な ど細 部 にわ た る会 社 案 が 提 案 され た 。 そ の後,

本 部 労使 で 異 動 の取 り扱 い が協 定 され た。 内容 は,④ 要 員 確 保 に つ い て は,原

則 と して 各事 業 場 か らの 異 動 で まか な い不 足 分 を新 規 高 卒 採 用 す る 。@転 勤 者

につ い て は,計 測,コ ン ピ ュー ター,防 災安 全 を 中心 と した 化 学 工 場特 有 の専

門訓 練 を行 な う。㈲ 社 宅,寮 な ど の住 宅 設備 が完 成 す る まで の 単 身 赴 任 者 に つ

い て,旅 費 取 り扱 い を別 途設 定 し当該 者 の経 済 的 負担 を軽 減 す る。

こ う した 労 使 確 認 に も とづ き,1968年4月 か ら12月 まで に東 レ全 事 業 場 か ら

約110!(1,東 レ ・エ ンジ ニ ア リ ン グ要 員 と し て,約25名 が 転 勤 し,さ らに1969

.年4月 以 降10月 の操 業 開 始 ま で に約50名 が 転 勤 また は新 規 採 用 に よ って 充 当 さ

れ,非 組 合 員 を含 め て約200名 の 要員 で ス ター トした 。

〔千葉 地区の新 設〕 トー レ ・シ リコ ー ン社 は 米 社 との 折 半 出 資 に よ っ て,シ

リコー ン樹 脂 製 品 の 製造 販 売 を 目的 と して1966年 ユ2月に設 立 され た 。 組 合 に対

して は,こ れ に先 立 つ8月 に新 会 社 設 立構 想 が説 明 され た 。 要 員 関 係 に つ い て

い えば,工 場 を1967年1月 か ら1968年3月 の 予定 で 建 設 す る こ と,要 員 は全 員

当面 は 東 レか ら出向 で 充 当 す る こ とされ た。 具 体 的 に は,67'-f11月 の 要員 分 科

会 で,新 会 社 の 要員 と して,工 場 建 設 要員 と来 社 の製 品 の 輸 入 販 売 に よ っ て営

業 を先 行 させ る 関係 か ら販 売 要 員 と して25名 の大 量 出 向 を 会社 は 申 し入 れ た。

組 合 は これ を 了承 し,第1陣 と して24名 が 出 向 した 。 さ らに67,68年 に それ ぞ

れ.m名,26名 の組 合員 が 出 向 して い る。 出 向者 は.全事業 場 で 公 募 され たが,

人 選 に 当た って はや は り困 難 が あ った。 と くに,レ ー ヨ ン ・ス テ ー プ ル の一 部

収 束で 余 剰 人員 を抱 えて い た愛 媛 工 場 で は,会 社 と して は 出 向 に よ る 人員 の吸

収 を 希望 してい たが,四 国 か ら関東 へ異 動 す るだ けで な く,そ れ が 「出 向」で あ

る こ と もあ り,ほ とん ど希 望 者 は な か った。 その た め もあ り,労 働 条件 な どす
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べ て は東 レの制 度 に準 じる もの とさ れ た 。 さ らに合 弁 会社 で あ る に もか か わ ず,

プ ロパ ー社員 を採 用 せ ず,新 規 採 用 者 もす べ て 東 レで採 用 したが,こ の 点 は,

日本 の 労 務 管理 と して は珍 しい 事 例 で あ る よ うに お もえ る。 出 向 社 員 とプ ロ

パ ー社 員 との併 存 は,ご く一 般 的 だ か らで あ る 。 そ して後 にみ る よ う に,東 レ

も併 存 へ の 道 を歩 む こ とに な る。

なお,東 レ千葉 工場 も同 じ時 期 に建 設 さ れ て い る。 自動 車 に使 うABS樹 脂

の 重 要急 増 に対 応 した もの で あ る。従 来 同製 品 を生 産 してい る名 古屋 工 場 か ら

ユ970に 約140人 の 組 合 員 が 異 動 して い る。 ま た 同 年 東 レチ オ コー ル も千 葉 地

区で 設 立 され たが これ も全 員,出 向 者 で 構 成 さ れ て い た。 こ の地 区 の 別 会社 で
,

は,馳別 の組 合 をつ くらず,い ず れ も東 レ労 働 組 合 の組 合 と して組 織 をつ くって

い る。 この 点 も,別 会社 や 子 会社 が 設 立 され る と,組 合 も別組 織 にす る こ とが

多 い我 が 国 の 労働 組合 の行 動 か らす る と例 外 的 な 事例 な の か も しれ ない 。 全 員

が 出 向 社 員で 構 成 され る とい う事 情,す で にの べ た プ ロパ ー社 員 と の併 存 が 存

在 しな い とい う労使 の取 り決 めが,別 組 合 をつ くらな い こ とが で き た最 大 の 理

由 で あ る よ うにみ え る。

〔土 浦工 場 の新設〕 ユ969年10月 に工 場 建 設 が 決 定 され,70年2月 に工 事 に 着

手,同 年10月 に ば 生 産設 備 が 完 成 して い る。 土 浦 工場 の ば あ い,フ イ ル ム関 係

の製 品 とい う こ とか ら,滋 賀 の フ イ ル ム生.産部 を 主体 と して全 事 業 場 か ら公 募

す る こ と と され た 。 た だ,新 工 場 の 立 ち 上 げ で あ る 以 上,全 員 が 完 全 公 募 とい

うわ け には いか な い。 当然,企 業 と して 中核 と して働 い て ほ しい 人 は,何 らか

の形 で打 診 が あ っただ ろ う と考 え るの が 自然 で あ る 。 組 合 と して は本 人 の 同 意

が ポ イ ン トとな ろ う。 要 員 は約160名 で1う ち約12⑪名 を大 量 配 転 で 充 当 し,そ

の他 を新 規採 用 に よ って補 うとす る もの で あ った。 と こ ろが,滋 賀 の フ イル ム

生 産 部 は,レ ー ヨ ンの収 束 に ともな う場 内 配 転者 が大 部 分 で,世 帯 持 ち が 多 く,

土 地 に生 活 の根 を お ろ した 人 々 で あ った た め,転 勤 条 件 の設 定 につ い て 生活 問

題 が 最 重 点課 題 とな った。 た とえば,職 務 上 ど う して も転 勤 が 必 要 な者 で,将

来 滋 賀 に帰 りた い者 につ い て は,期 限 付 きで転 勤 させ る方 法 も検 討 され た 。 配

匿
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転者は122名 に達 した。

以上みて きたように,新 工場の建設にともなう大量異動が昭和40年 代にはひ

んぱんにおこなわれたが,そ のなかで異動をめぐる労使協議はあきらかに日常

化 していった。こう大量異動がひんぱんになると,ル ール化 した方が効率的で

ある。それは1969年 の要員分科会で合意に達 している尉。主要な内容はつぎの

とお り.である。

①大量申し入れに際し,異 動内容の必要事項を明確化 した。②異動手続きに

ついて,本 部労使間で扱 う異動 と,事 業場労使で扱 う異動を明確に区分 した。

③申し入れ時期(原 則 として異動時期の30日 前),本 人への通知時期(原 則 と

して異動時期の14日 前)を 明確化 した。ただし,事 業場内で扱 う異動は,異 動

目的,規 模等を勘案 して,事 業場労使の慣行により協議する。④異動処琿手続

きルー トを整理 した(図2参 照)。⑤異動の確認は,異 動決定後勤労部長また

は事業場長,組 合側は書記長または支部長を締結当事者とし,確 認書形式を採

用 した。⑥確認内容および細部取 り扱いについては,速 やかに事業場問で連絡

図2「 異動ルール」手続

(通 知)
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56)「 東 レ組合新 聞」 第639号(1969年4月7日)。
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す る こ とに した 。 ⑦ 労 使 の 窓 口 を 明確 に した.こ の「異動 ル ー ル」手 続 きの改 正

につ い て は,の ち に労 使 で 話 し合 い が お こ なわ れ て い るが 詳細 は不 明で あ る。

1971年 の定 期 大 会 議 案 に よれ ば,こ の 手 続 き改 定 案 を 組 合 は 会 社 に 出 して い

る5η。

〔6)ド ル シ ョ ック

我 が 国 の 高 度 経 済 成 長 は,一 般 的 に は第 一 次 オ イル シ ョ ッ クに よ っ て終 了 し

た。 しか し,繊 維 産 業 の場 合 に は そ の前 の ドル シ ョ ックの衝 撃 も決 して引 け を

と る もので は なか った 。 対 米輸 出依 存 度 の 高か った 繊 維 産 業 は,円 の高 騰,日

米繊 維政 府 間協 定 に よ る輸 出 量 の 規 制,さ らに輸 出 品 に対 す る10%の 課 徴 金 納

入 によ って,各 社 と も収 益 構 造 が危 機 に され され る こ と と な った 。 ドル シ ョ ッ

ク は,化 繊 産 業 を構 造 不 況 業 種 につ き落 と した ので あ る。 この 事 態 を組 合 史 は

こ う記 す 。 「そ れ は,会 社 に と って は,成 長 産 業 か ら斜 陽 産 業 の 一 員 へ の転 落

で あ り,労 働 組 合 に とって は,こ れ に伴 って,組 合 員 の欲 求 充 当の た め の利 益

要 求 団体 か ら,組 合員 の雇 用 と生 活 を守 るた め の 防衛 団体 へ の強 制 的 な 変 身 で

あ った 。」鮒

1971年9月 の労 使 経 営 協 議 会 で,組 合 はつ ぎの よ うな考 え方 を会 社 に提 起 し

た 。

○ ドル ・シ ョックによって,わ れわれ 〔会社 をふ くめて)の 置かれた環境が 激変 した。

この ことを認識 した上ですべての ことを考 えていきたい。

○不況対策 も含め今後の諸施策は人間優先 の考 え方で進めな ければな らない。その意

味で労使 とも発想 の転換が必要である。

○ 人間優先の考 え方 を盛 り込んでい くためには,労 使 の事前協 議は一層重要 になる。

組 合 としてはこの ような観点か ら,会 社の計 画立案段階か ら参画 し組合の意見 を反

映 させたいと考え ている。

71年9月 か ら72年3月 まで の6カ 月 間 に,約800人 の余 剰 人員 が 予 想 され た 。

57)同 上,号 外,「 定 期 大 会 議 案 特 集 」(1971年8月9日)。

58)「 東 レ労 働 組 合 史 第3巻1625ペ ー ジ。

口
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会社 は この余 剰 人 員 活用 策 と して社 内外 へ の応 援 ・出 向 に よ って吸 収 す る方 針

を 固 め,組 合 に提 起 した 。 この時 期 は,日 本 全 体 で は 依 然 と して労 働 力 不 足 の

状態 で あ った 。 社 内 で も事 業 場 問 の要 員 バ ラ ンスが 極 端 に 崩 れ て い た。 組 合 と

して も緊急 避 難 と して受 け入 れ,条 件 につ い て 労 使 協議 が 進 め られ た。 こ の結

果,次 の条 件 を満 た す こ とを前 提 に社 外 応 援 が 進 め られ る こ とと な った 。① 本

人 の 意 志 を 尊 重 し事 前 に了 解 が 得 られ て い る こ と。 ② 送 り出 し部 署 が こ れ に

よ っ て要 員 不 足 に な らな い こ と。 ③ 応 援,出 向 先 に つ い て は,繊 維 関 係 の 職場

で あ る こ と。④ 先 方 の労 働 環 境,職 場 環 境 が 整 備 さ れ て い る こ と。 ⑤ 今 回の 措

置 は,あ くまで 緊 急 避 難 で あ り期 間 は3ヵ 月以 内 とす る。⑥ 応 援 手 当 は見 直 し

水準 の引 き上 げ を図 る。⑦ 期 間 満 ∫後 は原 籍 復 帰 を原 則 と し,配 転 な どの場 合

は労使 協 議 す る こ と。 そ して,そ の具 体 的実 施 に当 た って 「応援 取 扱 要項 」 を

労 使 で 制 定 し,こ れ に基 づ い て 社 内85名,社 外 約200名 が 応援 に 出か けた 。 社

外 応援 は いず れ も紡 績 関 係 の 企 業 で あ った諦,。

〔金津試験室の閉鎖〕 この 時期 お こなわ れ た もの に,福 井 県 金津 試験 室 の 閉鎖

が あ る.1。 金 津 試 験 室 は北 陸 機 業 地 と東 レの原 糸原 綿 を結 ぶ 拠 点 と して,合 繊

加 工 技 術 や 工 場 管 理技 術 の指 導 を担 当 して い た 。 しか し加工 メ ー カ ー の技 術 水

準 の上 昇 とと もにそ の存 在 意 義 が な くな りつ つ あ った 。 そ の た め,1971年10月

の経 営 会 議 で 同試験 室 の 閉鎖 と各 所 に分 散 して い た 商 品化 機 能 の集 中化 に よ る

商 品 開発 室 の 設 置方 針 が 決 定 され た 。 組 合 には 同 月 の 臨 時経 営 協 議 会 で 説 明 が

あ っ た。 組 合 は,今 後 の進 め方 につ い て,会 社 と事 前協 議 を重 ね,本 部 労使 間

の基 本 方 針 を12月 まで に ま とめ,当 該 支 部 長 に 内 示,一 般 組 合 員 へ は翌 年1月

に 発 表 した 。 同 時 に,1月 末 まで をPR期 間 と し,職 場 単 位,職 制 単 位,個

人別 に労使 と もに 会合 を もっ た。2月 には 組 合 は特 別対 策委 員 会 を設 置 し,つ

ぎの よ う な方針 を決 定 した。 ①金 津 試 験 室 閉 鎖 に伴 う従 業 員 の取 り扱 い は 全 員

東 レで 吸 収 す る こ と を原 則 とす る。 ② 吸 収 方 法 は,転 勤 を原 則 とす る が,金

59)こ の間の事情については,同 上,624-632ペ ージ。「東レ組合新聞」第754号 〔1971年10月15日),

第755号(197/$11月1日),第757号(1971年11月15日 〕。

60)同..ヒ.690-710ペ ージp

一

}

L



異 動 を め く『る労 使協 議 の 変 遷 〔3)(141)7

津の地域性,お よび組合員の生活基盤などを考慮 し,本 人希望を前提に通勤可

能範囲における出向,応 援 も行なう。③金津実験室の跡地利用については会社

に早急に結論を出すよう要請する。④跡地利用が決定 した時点では,金 津出身

者を優先雇用する。⑤受入支部は,他 の一般転勤者 と区別し,社 宅,寮 などの

入居については優先確保する。.⑥金津支部における.全員個別面接を早急におこ

ない,そ の結果に基づ く転勤先希望部署と,受 入先支部の受入態勢の整備をお

こなう。

この方針を会社 も全面的に受入れ,具 体的な異動が進められた。1972年3月

1日 から4月1日 に,ま ず38名 の第.一次異動があった。異動者は主として社宅,

寮居住者で比較的異動 しやすい人々であった。第二次異動は4月 から7月 まで

と7月 から9月 までの2回 に分けておこなわれた。技術者,技 能者を中心に海

外要員、高次加工技術サービス要員などが中心で,計35名 が新任地 に移って

いった。しか し,8月 になって も異動先の決 まらない組合員が まだ40名 近 く

残っていた。これらの組合員は土地に密着 した生活基盤をもった人々で,そ の

大部分は既婚.女性組合員か田畑 と家屋敷をもった40歳以上の:男性組合員であっ

た。72年9月 時点の異動状況は表7の とおりであった。

この時点で,異 動問題は転勤不可能者対策に変化した。特別対策委員会の活

動は事実上終了 し,小 委員会 と本部執行業務 として,地 元での就職.先の開拓、

跡地利用の.見極め,最 悪のときの退職条件,単 身赴任者の留守家族対策などの

仕事が残された。最終的には,退 社したのは36名で,う ち34名 は女性であった。

退職金は,所 定の会社都合退職金+解 雇予告手当1ヶ 月分+基 準賃金の4ヶ 月

表7金 津試験室の異動状況

72年1月15日 現 在 在 籍 者 171名(男79名,女92名)

72年9月15日 現 在 転 出 者 74名(男45名,女29名)

転 出 予 定 者 28名(男25名,女3名)

転出不可能者 35名(女)

退 社 24名

そ の 他 9名(男8名,女1名)
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分+勤 続 年 数加 算+調 整 加 算 な どで あ った 。 また,転 勤 不 可 能 者 につ い て,近

郊 の織物 会社 の 求 人 も提 示 され た 。

〔異業種 への進出〕 ドル シ ョ ック に よ っ て,繊 維 産 業 は構 造 改 善 を よ ぎ な く

され,高 度成 長 を望 む こ とは絶 望 的 にな って い た.し か し,日 本 経 済 全 体 を み

れ ば,高 度 経 済成 長 末 期 の 繁 栄 が 続 い て い た 。 そ こで,繊 維 産 業 各 社 は ,あ い

つ い で異 業種 へ の 進 出 を企 て る こ と にな るδη。 この時 期 以 降,東 レ も積 極 的 に

事 業 の 多角 化 を進 め た 。 組 合 と して も雇 用 基 盤 の拡 大 策 と して,こ れ を積 極 的

に認 め て い った 。 レジ ャー,サ ー ビ ス産 業分 野 へ の事 業 展 開 を 統括 す る た め に

東 レエ ン ター プ ライズ が1972年1月 に 設 立 さ れ た。 新 事 業 はいず れ も顧 客 を相

手 とす る営 業 が 主 体 で あ り,メ ー カー た る東 レの賃 金 体 系 や 労 働 条 件 を そ の ま

ま適 用す るわ け に はい か な った 。 そ こで,業 種 や 会社 ご と に賃 金 体 系 や労 働 条

件 を設 定 す る必 要が 生 じた 。 「会 社 は採 算 性 の 面か ら同 業他 社 との 競 争 力 を重

視 し,… … それ ぞ れ の 業 界 水 準 に あ わ せ るべ きで あ る とい うの が基 本 的 な考 え

方 で あ った 。」 他 方 組 合 は東 レの水 準 を保 証 す る こ とが 前 提 で あ る とい う考 え

で あ った 。 た だ し,労 使 と も新 規 事 業 の推 進 で は一 致 して い た ので,最 終 的 に

は,賃 金 ・労 働 時 間 な ど基 本 的 な労 働 条 件 は東 レの水 準 を保 障 し,個 別 労働 条

件 は各 業 種 に 適 合 した独 自 の制 度 を新 た に設 定 す る こ と とな っ た。 これ に も と

づ い て,出 向 希望 者 が 各事 業 場 で 募 集 され た 。

1971年 か ら73年 にか け て新 事 業 は8業 種 に の ぼ り,従 業員 は 全 体 で350名,

この うち 東 レか らの 出 向者 は160名 に達 した。 これ らの 会社 の 要 員 計 画 は一 般

従 業 員 は プ ロ パ ー社 員 で採 用 し,東 レか らの 出向 者 は管 理 監 督職 と して配 置 す

る とい う考 え方 で あ った 。 この 時期,組 合 はす で に従 業 員す べ て を東 レで 採 用

させ る と い う方 針 を維 持 で きな くな って いた ので あ る。 な お,新 規 事 業 自体 は,

第 一次 オ イ ル シ ョ ック によ って,.日 本 経 済 全 体 の 高 度 成 長が 終 焉 す る にお よん

で,当 初 の 目的 を 果 た す こ とはで きなか った 。

旨

き

ー

ー

」一
.

61>同 上、656-663ペ ー ジ。 なお,化 繊 産業の多角化戦略 と労使関係 につい ては,仁 田前掲書 をみ

よ。
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〔東 レ ・テ キスタイルの設立狸 東.レ グル ー プ の アパ レル事 業 の 再 編 強 化 を 目

的 と して,東 レ ・テ キ ス タ イ ル(以 後,TTIと 略 記)が1973年4月 に設 立 さ

れ た。TTIは,関 係 会 社 で あ った トー ネ ン㈱ と東 洋 ナ イ ロ ン編 物㈱ 似 後,

東編 と略 記)を 吸 収 し,さ らに 東 レ の編 物 販 売 部 門 を 移 籍 す る とい う もの で

あ っ た。 合 併 は一 般 に,労 働 条 件 を異 にす る人 々の 統 一 とい う問 題 を感 情 面 も

含 め てか か えて い るが,こ の事 例 は,親 会 仕 の従 業 員 と関係 会 社 の従 業 員 の 関

係 と い う点 で は特 異 な 側面 を も って いた 。 流 れ を追 って い くこ とに しよ う。

会 社 が 組.合に新 社 構 想 を あ き らか に した の は,1972年10月 の労 使 経 営 協 議 会

の 席 で あ った 。組 合 はす ぐに対 策 委 員 会 を設 置 し検 討 を は じめ た 。 しか し,そ

の うち に 会社 構 想 が社 内発 表 前 に新 聞 に報 道 さ れ た た め に,編 物 販 売 部 門 に動

揺 と混 乱 が 発 生 した 。 そ の た め,当 初]標 の1973年2月 の設 立 予 定 が2ヶ 月 問

延 期 され る こ と に な っ てい る。 組 合 は,「 今 後 の東 レグ ル ー プ と して の事 業 展

開 を考 えた 場 合 労働 組 合 と して も必 要 な方 向 で あ り,基 本 的 に認 め る方 向 で 対

処 す る」 と した 上 で,組 合 員 の納 得 を大 前 提 と して,新 会社 と東 レ労 組 の関 係

は,労 使 協 議 会 を は じめ と して,TEKに 準 じた 位 置 づ け を行 な う と して い る。

組 合 の 意 見 集 約 に よ れ ば,「 職 場 の 本 問 題 に対 す る 反 発 はす さ ま じい もの で

あ った 。」 『組 合 史 』 が 記 す よ うに,「 この背 景 に は,日 常 の 取 り引 きを 通 じて,

親 会 社 の 立 場 で そ れ ま で接 して きた トー ネ ン,東 編 の イ メー ジが あ り,新 会社

とい え ど もそ の 延 長線 上 で あ っ て,そ うで あ れ ば,自 分 達 は新 会社 に行 くこ と

に よ って,東 レか ら支 配 さ れ る立 場 に追 いや られ るだ けの こ とで は な いか,と

い う不 信 感 で あ った。」脳そ れ は,親 会 社 と関 係 会 社 との上 下 意 識 が 一 般 組 合 員

の なか に本 音 と して い か に 根 強 いか を認 識 させ る事 件 で あ った 。

会 社 と して は,東 レに従 属 す る の で は な く東 レとパ ラ レ ルな位 置 づ けで 会 社

運営 を お こな う と した が,職 場 の動 揺 や 不 安 は それ で お さ ま りそ う もな か っ た。

会社 は,組 合 の要 求 を受 け入 れ るか た ち で,各 職 場 へ の説 明 会 をお こな った。

62)同 上,711-725ペ ー ジ 。

63}同 上,713ペ ー・ジ 。
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と くに プ ロ ジ ェ ク ト最 高 責 任 者 の 常務 が 直接 組 合 員 と話 をす る とい う形 を と り,

よ うや く プ ロ ジ ェ ク トは動 き出 した の で あ る。 つ ぎに解 決 す べ き問 題 は,東 レ

か らの大 量 異 動 を ど うお こ な うの か,そ して新 会 社 の労 働 条 件 を ど う設 定 す る

か とい う こ とで あ った 。 東 レは3社 の従 業 員 の雇 用 は従 来 どお りとす る こ と,

労働 条件 も従 来 よ り不利 に な る こ とは ない こ と,労 働 条 件 の 決 定 に 当 た っ て は,

労 使 事前 協議 を原則 とす る とい う基 本 方 針 をそ れ ぞ れ の 組合 に提 示 した。

東 レ労 組 はそ の 方針 を 了承 した が,他 の2組 合 の 立場 は異 な っ てい た。 東 レ

本体 を含 む3社 と東 レ労 組 に 宛 て た トー ネ ン労 組 と東 編 労組(と もに全 繊 同盟

加 盟 組 合 で あ る)の 申入 書 は,非 常 に興 味 深 い の で 要 点 を 引用 して お こ う。

「… …我 々 は,新 会社 の 設 立 に対 して は 基 本 的 に 賛 意 を表 して お り,『 新

会社 を成 功 させ るた め に ど うす るか 』 とい う立 場 に 立 って 当 面す る諸 問題

に対 処 しな けれ ば な らな い と考 え てお ります 。 この よ うな 見 地か ら考 え ま

す と,従 業 員 の チ ー ム ワー ク(人 間関 係)が 新 会社 を成 功 さ せ る極 め て大

.きな要 因 で あ る と思 い ます 。 い わ ゆ る 『一 つ 釜 の飯 を 食べ る』 と い う意 識

をお 互 い に早 く持 つ こ とが 肝 要 で あ りま す 。我 々 と して は今 回 の新 会 社 設

立 の構 想や 趣 旨か ら考 えて 東 レか らの 参 加 に つ い て は,東 レの籍 を切 って

新 会社 に参 加 す る こ とが 当 然 で あ り,又 東 レ労 使 が この こ と を良 く認 識 し

て,自 決 す べ き もの で あ る と考 え て お ります 。 しか しなが ら,今 日迄 の経

過 をみ ます と,何 か 大 き く後 退 した よ うな考 え方 が あ るや に感 じ られ ます

ので,慎 重 な る ご検 討 を お願 いす る次 第 で す 。」

東 レ出身 従 業 員 が トー ネ ンや 東編 出 身従 業 員 と ちが って,出 向 とい う形 を と

り続 け る こ と に よ って,双 方 が感 じて い る上 下 関 係 とい う感 覚が 存 続 す る こ と

に,2つ の 労 働 組 合 は危 惧 を い だ いた ので あ る。 当 然 の 反応 とい うべ きで あ ろ

う。 そ こで,つ ぎの よ うな こ とを 申 し入 れ て い る。

「1.東 レか らの参加 について は東 レの籍を切 って新会社 の社 員 となるか出向のいず

れか とす る。

2.東 レ在籍のままの 出向期 間は3ヶ 年 とする。

一

、一

ぴ
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3.出 向期 間満了 と同時 に出向者 は東 レに戻 るか,東 レを退職 して,新 会社社員 と

なるか二者択 一で自 ら決定す る。

4.対 象者は85名(男59,女26)と す る。

5.尚,今 後の東 レか らの参加 につい ては,新 会社の労使 で協議す る。」

東 レ労 組 の 特 別 対 策委 員会 は,両 労 働 組 合 と事 務 局 が 中心 とな っ て数 回 にわ

た って,意 見 調 整 お よび折 衝 をお こ な った 。 そ の結 果,つ ぎ の よ う な見 解 の 一

致 に達 した 。

「①新会社 として,全 従業 員の雇用条件が同 じである とい うことが理想で あ り,望 ま

しい姿 とい える。② しか し,現 実 の問題 と してみた場合,直 ちにそれを実現す ること

は困難であ る。③ したが って,当 面 の問題 と しては,籍 を切 って参加す る ことが,新

会社へ の東 レか らの参加条件ではない。④ トー ネ ン ・束綿両労組 か らの申 し入れ につ

いては,以 上 の意 を帯 して,新 会社に対す る労組 としての姿勢を示 した もので,考 え

方 としては東 レ労組 に異存はない。」

理 想論 と して は,両 労 組 の 考 え を了解 しつ つ も,東 レ労 組 は 組合 員 の 出 向 の

継 続 を両 労 組 に 認 め させ た とい え る 、結 局,1973年4月 に新 会 社,TTIが 設

立 さ れ る と と もに,東 レか ら93名 が 出 向 した。 また,合 併 と同 時 に2つ の労 働

組 合 は合 同 し,TTI労 働 組 合 が 発 足 した 。 先 ほ どの 旧2労 組 の 申 し入 れ ば,

若 干 ニ ュア ンス を変 えた形 で新 会 社 労 使 の確 認 書 にな って い る 。

確 認 書

新 会社東 レ ・テキス タイル㈱へ の東 レ㈱か らの参加者に関 して,下 記 の とお り確 認

す る。

記

「1.東 レか らの参加者 につ いては東 レの籍 を切 って新 会社の社員 となるか,出 向

のいずれか とす る。

2.東 レ在籍の まま出向期 間は3ヶ 年 とす る。

3.出 向期間満了 と同時に出向者 は東 レに戻 るか,東 レを退職 して新会社社 員と

なるか,二 者択一で 自ら決定す ることを原則 とす る、ただ し,こ れによ り難い

場合 は新会社の労使で協議 する。

4.今 後,東 レか らの参加者 については新 会社の労使で協議 す る。」
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第3項 但 し書 が 追 加 さ れ て い た 。 この 但 し書 き につ い て は覚 書 がTTI労 使

の 間で 交 わ され て い る。 まず,第3項 但 し書 につ い て。 「これ に よ り難 い場 合 」

とは 「ω 二 者択 一 に よ って業 務 運 営 に支 障 を きた す場 合。 ② 原 則 と して 継 続 出

向 を指 す 」 と され た 。 ま た,女 子 につ い て は確認 書 の 第2項 に こだ わ らない と

さ れ て い る。 ま た 第4項 に つ い て,「 今 後」 と は1973年4月1日 以 降 の こ とを

い い,「 新 会 社 の 労 使 で協 議 す る」とは,協 議 の結 果 を東 レ労 使 へ 提 起 す る こ と

を含 む,と さ れ た。

こ の覚 書 に も とづ き,東 レ労 使 は,「3年 間 の 出 向 期 間満 了 時 点 で継 続 して

出 向す るか,東 レへ復 帰 す るか につ い て は,新 会社 の提 起 を受 け,東 レ労 使 が

協 議 して決 定 す る。 女子 につ い て は,個 別 の事 情 を 配慮 す る。 す なわ ち,業 務.

引継 ぎが 終 了 次 第 東 レ に復 帰 させ る こ とが あ る」 と され た 。

結 局,出 向者 の取 り扱 い は,事 実上3年 後 に再 検 討 され る こ と とな ったの で

あ る。 とこ ろが,こ の 間 に第 一次 オイ ル シ ョ ックが あ り,高 度 経 済 成 長 は終 わ

りを 告 げ た 。 そ の結 果,1976年4月 以 降 も出 向継 続 が 東 レ,TTIの 労使 全 体

で 了解 され てい る。 また この と き,出 向期 間延 長 に 当 た って はTEK.な ど とと

もに 「期 間 の定 め の な い 出 向」 と した い とい.う東 レの 意 向が 組 合 に提 起 され て

い る。 東 レ労 組 は これ に た い して,TTIと 東 レ労 組 と間 で 労 使 事 前 協 議 の 場

を 設定 す る こ とを 申 し入 れ た 。 これ はTTI労 組 の主 体 性 の 否 定 に つ な が りか

ね な い 問 題 で あ った た め に,TTI労 組 は これ に 反 対 した 。労 労 関 係 が 解 決 す

る に は時 間 が 必 要 で あ った。

〔石 川工場 の新設〕 こ の 時 期 に は,当 時 最 後 の 工 場 建 設 とよ ば れ た石 川工 場

の 新設 が お こな わ れ て い る。 深 化 した 事 前協 議 の モ デ ル ケ ー ス と もい え る もの

で あ る。1972年9月,会 社 は経 営 会 議 で の 決 定 を.前に組 合 に対 して,石 川 県 で

の 工 場 用地 買 収 を知 らせ た。 建 設 につ い て も基 本構 想 が 示 され た。1973年4月,

会 社 は 石 川工 場 の 建 設 を経 営 会 議 で.正式 決 定 す る と同 時 に,臨 時 労 使 経 営 協 議

会 が 開 か れ,同 プ ロ ジ ェ ク トの最 高 責 任 者 で あ る常 務 は,そ の 席 で,正 式 に 組

合 に説 明,協 力 を 申 し入 れ た。 組 合 は これ に対 して,従 業 員 に 関す る部 分 に す

レ
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べ て事 前 協 議 の 段 階 で 組 合 に説 明 され る こ と,そ れ は方 針 変 更が 可 能 な段 階 で

お こな うこ と,福 利 厚 生 と要 員 に つ い て は勤 労 部 が 会 社 側 の イニ シア テ ィブ を

もつ 形 にす る こ とな どの 方 針 を しめ し,会 社 は これ を全 面的 に了承 した。.そ し

て73年4-12月 にか けて 実 に22回 に わ た る労 使 の事 前 協 議 が 行 なわ れ た 。

組 合 は,つ ぎの よ うな 基 本 方針 の も とに,1973年9月 石 川特 別委 員 会 を設 置

した。 〔イ庫 前 協 議 を 充 実 す る なか で,人 に 関す るす べ て の 問題 につ い て は会 社

の計 画 立 案 段 階 へ 積 極 的 に 参 画 し組 合 の意 向 を その 内 容 に盛 り込 ませ る。@人

の 問題(福 利 厚 生,労 働 条 件,職 場環 境 等)で 合 意 で き ない 段 階 で は 要 員異 動

に応 じな い。 の 要員 設 定 につ い て は,新 工 場 で 採 用 され る技 術(装 置,管 理 シ

ス テ ム等)内 容 に合 致 した もの とす る、 即 ち,計 画段 階 に お け る 目標 要 員 数 を

会 社 が 固 執 す る こ とに よ って技 術 的問 題 点 を従 業 員 ヘ シ ワ寄 せ す る こ と は させ

ない 。

実 際 の プ ロ ジ ェ ク トの推 移 は,表8に 示 した 通 りで あ る。 ま た要 員 関係 で 労

使 で 合 意 した もの はつ ぎの もの で あ る。

回 異動 スケジ ュール(表9参 照)

㈲ 三島以外 の事業所か らの転籍者 に対す る教育計 画(表10参 照)

(。)異 動につ いての基 本的な進め方

① 要 員の異 動 につ いて は,少 な くとも,現 地 の受入施 設(社 宅 食 堂,通 勤 手

段)等 が完 成 した時点で行 なう。生産設 備が先行 し,工 場運転が優 先され るよ う

な形での転 勤は行 なわ なし㌔

② 要員の決定 は公募 を原則 とす る。但 し,役 付者,工 務関係事務関係の特定業務

要員 については個別 に人選 を行 ない,本 人の同意を得 て決定す る。

③ ス ター トア ップ時 の応援 については,個 別に人選す る。

④TEK出 向者 の異動 について も東 レに準 じた取 り扱 いを行 な う。但.し,建 設要

員については別途取 り扱 いを決定す る。

⑤ ④ の取 り扱 いにつ いては,TEK労 組 と東 レ労組で協議す る。

⑥ 具体的な人選異動計画等 については,現 行 の旅費規程 を適用す るが,水 準等に

ついては労使協議 する。
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表8:全 体 プ ロ ジ ェ ク トの 推 移

日付 項 目 内 容 備考

48-3-29 投融資管理委員会 石川工高建設 に関す る稟議予 算決定

3-30 労組への連絡 投融 資管理委 での決定内容 につ いて非公式

な情報 と して連絡

5-1 石川工場建設部発足 部 長,次 長,主 部,部 員 の一 部発 令

5-18 組合に対する事前説明 事前協議 の一環 として,石 建部長,勤 労部

(大阪) 長他会社関係者に よる説明
/

5-25 事務局打合せ(大 阪) 今後 の進め方 につい て事 務局 働 労部,本

部)で 打合せ

6-5 全繊本部へ の報告 石川工場建設 に関す る労組 の取組みにつ い

て報告

6-8 現地視察 〔石川) 本部労使による現地視察,全 繊県支部訪問

6-23 要員 分科会(大 阪) マ ス タ ー ス ケ ジ ュー ル に つ い て 労 使 で 協 議

確認

7-3 本部執行部 プロジ ェク 組.合内部 における問題処理体制の確 立

ト設置 に)業 務分担 〔2}支 部設置 問題

(3}要 員 問 題 〔4)福 利厚 生

7-13 事務局打合せ(大 阪) 現 地視察 および現地説明会 の段 取 り,ス ケ

ジ ュー ル な ど

7-23 事務局打合せ(大 阪) 東 レ,TEK合 同要員関係 の打 合せ,大 量

異 動,採 用,要 員 スペ ックな ど

7-28 現地説明会(金 沢) .合繊 石川,石 川同盟 幹部 に対す る労使共 同

の説明会

7-30 TEK労 組打 合せ(高 TEK労 使 との基 本的な進 め方に対 す る打

槻) 合せ,工 事建設 要員の先発異動 について の

方針決定

8-24 地鎮祭(辰 口) 副委員長出席

8-27 臨時労経協(大 阪) 井 川常務,組 合側 の基本 的考 え方を説 明,

環境問題,地 域対策,従 業員福利厚 生など

9-3 石川工場要員の大量異 勤労部反発書状で正式申入れ

動申入れ

ー
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9-7 TEK現 地視察打 合せ TEK出 張所 長を含め,先 発で 異動す る建

設 要員の取扱 いを協議(東 レ労 組事務局 出

席)

9一ユ1 要員分科会(大 阪〉 .9-3付 書状で会社か ら申入れのあった内容

9-19 代表者打合せ(名.占

について の確 認お よび組合 の対 処姿勢の説

明

会社方 針決定以 降,本 部労使間 におけ る事

屋) 前協議 の内容 および経 過報告,労 組側 の今

後 の進 め方についての協議

9-25 中央委(大 阪) 労組側石川対策委の設置

10-22 第1回 対策委(石 川) 労組対策委の現地視察
～23

10-26 事務局打合せ(大 阪) 石川工場福 利厚生 関係打 合せ,労 組側要望

事項の設計へ の組 入れ について

10-30 〃 社 宅 の レイ ア ウ ト,ク ラ ブ ハ ウス の 建 設 計

画につ いて

11-9 ク 工 務,勤 労,石 建,総 務 打 合 せ,社 宅,ク

ラ ブ ハ ウ ス の レ イ ア ウ トに 閲 す る デ ィ ス

カ ッ シ ョ ン

11-20 〃(大 阪) 組 合事 務所,休 憩 室等の レイアウ トにつ い

て

11-28 代表者会議 今後の進め方 について本部提案

i

12-6 事務局打合せ(大 阪) 福利厚生施設 についての最終打 合せ

12-13 〃 福利厚 生施設 につ いての最終確 認,要 員異

動計画,教 育実習計画の確認

出典:「 東 レ労 働 組 合 史 第3巻 」682,683頁 。



表9:石 川工場 要 員 人選 マ ス タース ケ ジ ュー ル

時期区分 48八 ユ1 ユ2 49/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50/1 2

転勤 (・r準備業務従事}役 付

工 務

23名

8名

人選→決定

人選→決定

赴任

赴任

応援 工 務

事 務

10名

2名

人選一..卜決定

人選→ 決定

応 援

応 援一一一一 一一

転勤 第1次

第2次

97名

24名

一人選一・縮

人選→ 離

「

赴任

ぐ一一 一 一教 育一 一 → 赴 任

応援 直 製 30名 人選一決定← 一 一・一 応 援

転勤 第3次 20名 一.一. 一 人選一決定← 一一一教 育一一+赴
[

人選のすすめ方

1,役 付(窓 口 山田主部)三 島主体に人選。他事業場 調整

2,工 務(〃 池出次長)全 社 から人選。転勤および応援

3,事 務(〃 野口次長)全 社 から人選。

1:撒9;感 鵜 毒断愚}
年 内 第1回 集 約49/2最 終 決定 。 〔10月一11月

6.応 援(〃 〃)三 島 で人 選。6月 決定 。

7.第3次(〃 〃)石 川 工場採 用 。新 高卒 で 充当予 定

同 時 にすす め,

工場 ・ラウ ン ド)

(11/呂4

12〆10迄 に決 定。

全 体で121名 確 保 す る。

現 在16名)。

H
O

(
属
O
)

萄

H
呂

酪

騰

。。

出典=表8と 同 じ。689頁 。

1



表10教 育 訓 練 計 画
一

48/9 10 11 12 49/1 2 3 4 5 6 7

要
員
.異
動
計
画

事務.応櫨.21 工務磯:3}

役 付 層〔圏

工務要員〔2}

現地期 好

他工場転勤

新入社員

役付層鋤
一 般 届物

応 援 者鱒

役 付層49/12付12名((紡 糸5,後 処理6)〔 技検2)(内1名 転籍 済 〕〉

計 画概 要(12/1-2/E石 建 部)基 準 化粗 葉 作成 〔3/1-3/E石 建部}

Ex,POY,DT,DTY実 習(3/1一 ・3〆Eの 内15日,4FY,MT室)

49!4.1付U名(〔 紡 糸5,後 処 理6)(技 検1>(内1名 転 籍済>>

計 画概 要(4/1一 〃2D石 建 主 任層)EX,POY,DT,DTY実 習 〔4/別一5〆Eの 聞15日,石 建 部4FY,MT室)基 灘 書作

成(ヒ 記 以外 の 期 間,石 建 部)

一般 層

三 島6～1付,現 地 教育 〔紡糸42,後 処 理51)(技 検4)

共 通導.入 計画(6/1-6〆7,石 建部)掛 別工 程教 育(6/3-6/15,石 建部)実 習 教 育(6/16-7/中)

(計 画 概 要工 程)(注)末 経験 者 は他 事業 場 転勤 者 と同 様3/16か ら4FYで 実 習 させ る。

他 事 業場4阻=島 へ 受入 れ

三 島FY教 育 〔4!1～4〆16,4FY〕EX,POY,DT,DTY実 習(4/17-5/E,4FY,MT)6/1現 地受 入 → 三 島転 勤 者

と合 流 し教 育す る。

新 入社 員3/167=島 へ受 入 れ(入 社式3/15石 川 建〉

三島 高卒 一般 教 育(3/17-3/E,三 島lFY教 育(4/1-4/E,4FY)

・。・,DT,DTY選 別実習(x',5/1-9/E3x5/1-6/E・FY)

礁)現地鮪(魏 ヒ

検査(デ ニール,SL,劾

出 典:表8と 同 じ。689,690頁 。
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⑦ 転勤旅 費,手 当等については,支 部労使で協議決定す る。

③ 三島以外の事業場について転出によ り欠員が生ず る場合は49年 度の定期採用で

補 充す る。

一
.

以上みてきたように,東 レではこの時期に,現 代日本の大企業労使関係を特

徴づける出向の一般化や要員管理の厳格化,そ れらに関する労使協議の深化が

進んでいったのである。こうした状況は同業他社ではどうだったのだろうか。

つぎにこの点をみてい くことにしよう。

(未完)
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